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（金曜日）
第���������号

平成��年
�月��日
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�

◎
佐
賀
県
立
産
業
技
術
学
院
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

（
二
・
雇
用
労
働
課
） 
一

��
�
�

�

○
都
市
計
画
事
業
変
更
の
認
可 

 （
五
六
・
ま
ち
づ
く
り
推
進
課
） 
一

○
道
路
の
区
域
の
変
更 

（
五
七
・
道　
　

路　
　

課
） 
二

○
道
路
の
供
用
開
始 

（
五
八
・　
　
　

〃　
　
　

） 
二

○　
　
　

〃　
　
　
 

（
五
九
・　
　
　

〃　
　
　

） 
二

○　
　
　

〃　
　
　
 

（
六
〇
・　
　
　

〃　
　
　

） 
三

��
�
�

�

○
落
札
者
等
の
公
示 

（
情
報
・
業
務
改
革
課
） 
三

○
公
共
測
量
の
実
施 

（
土

地

対

策

課
） 
三

○
県
営
三
瀬
地
区
土
地
改
良
事
業
の
工
事
完
了 

（
農

地

整

備

課
） 
三

○　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
 

（　
　
　

〃　
　
　

） 
三

○　
　
　
　
　
　
　
　

〃　
　
　
　
　
　
　
　
 

（　
　
　

〃　
　
　

） 
四

�
�
�
�
�
�
�

◎
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
及
び
一
般

　

職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
則

　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

　
　
　
（
規
則
・
一
） 
四

��
�
�

�

○
平
成
二
十
一
年
二
月
六
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
一
二
四
号
中
訂
正　
　
 （
総
務
法
制
課
） 
五

○
平
成
二
十
一
年
二
月
十
七
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
一
二
七
号
中
訂
正　
 （　
　

〃　
　

） 
五

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
（
規
則
第
二
号
）

１　

佐
賀
県
立
産
業
技
術
学
院
の
訓
練
科
の
う
ち
、
総
合
実
務
科
を
廃
止
す
る
こ
と
と
し
た
。

（
第
五
条
関
係
）

２　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
と
し
た
。
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佐
賀
県
立
産
業
技
術
学
院
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

佐
賀
県
立
産
業
技
術
学
院
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
佐
賀
県
規
則
第
四
十
三
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
の
表
の
短
期
課
程
の
総
合
実
務
科
の
項
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

佐
賀
県
立
産
業
技
術
学
院
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

��

��
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
都
市
計
画
事
業
の
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康

一　

施
行
者
の
名
称



��������������� � � � � �������������� �

路 

線 

名

県
道

伊
万
里
山
内

線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

伊
万
里
市
大
坪
町
字
小
式
原
丙
一
五
六
五
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
内
町
字
栗
林
丙
二
四
六
九
番
三
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
二
七

　
　

伊
万
里
市

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　
　

伊
万
里
都
市
計
画
道
路
事
業　

三
・
三
・
三
号　

大
坪
木
須
線

三　

事
業
施
行
期
間

　
　

平
成
十
六
年
六
月
十
八
日
か
ら

　
　

平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四　

事
業
地

　
　

収
用
の
部
分　

変
更
な
し

　
　

使
用
の
部
分　

な
し

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
二
十
六
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の

縦
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

県
道

伊
万
里
山
内

線

道　
　

路　
　

の　
　

区　
　

域

区　
　
　
　
　

間

伊
万
里
市
大
坪
町
字
小
式
原
丙
一
五

六
五
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
内
町
字
栗
林
丙
二
四

六
九
番
三
地
先
ま
で

伊
万
里
市
大
坪
町
字
小
式
原
丙
一
五

六
五
番
一
地
先
か
ら

伊
万
里
市
大
川
内
町
字
栗
林
丙
二
四

六
九
番
三
地
先
ま
で

変
更
前

後
の
別

後前

幅　
　

員

メ
ー
ト
ル

三
二
・
四

  
〜　

一
六
・
〇

二
七
・
〇

  
〜 　

一
六
・
〇

延　
　

長

メ
ー
ト
ル

四
六
六
・
四

四
六
六
・
四

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路

の
区
域
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

　

そ
の
区
域
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
二
十
六
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
伊
万
里
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の

縦
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

路 

線 

名

県
道

山
浦
肥
前
鹿

島
停
車
場
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
小
路
七
一
一
番
二
地
先
か
ら

鹿
島
市
大
字
納
富
分
字
永
吉
良
九
九
一
番
二
地
先
ま
で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
二
七

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
二
十
六
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
鹿
島
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
に
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
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路 

線 

名

県
道

江
北
芦
刈
線

供　

用　

開　

始　

の　

区　

間

小
城
市
牛
津
町
下
砥
川
字
永
田
一
七
八
二
番
地
先
か
ら

小
城
市
芦
刈
町
三
王
崎
字
西
戸
崎
一
四
〇
〇
番
七
地
先
ま

で

供
用
開
始
の
期
日

平
成
二
一
・
二
・
二
七

�
�
�
�
�
�
�
�
	



　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

　

そ
の
区
間
を
表
示
し
た
図
面
は
、
平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三

月
二
十
六
日
ま
で
佐
賀
県
交
通
政
策
部
道
路
課
及
び
佐
賀
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦

覧
供
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

佐
賀
県
知
事　
　

古　
　

川　
　
　
　
　

康　
　
　

��

��
�

�

　
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
告
し
ま
す
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２７
日

　
　
収
支
等
命
令
者

　
　
　
　
佐
賀
県
統
括
本
部
情
報
・
業
務
改
革
課
長
　
　
志
　
　
波
　
　
幸
　
　
男

１
　
業
務
名

　
　
公
共
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
維
持
管
理
業
務

２
　
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

　
　
技
術
提
案
型
一
般
競
争
入
札

３
　
入
札
公
告
を
行
っ
た
日

　
　
平
成
２０
年
１１
月
２８
日

４
　
落
札
決
定
日

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
測
量
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１８８
号
）
第
３９
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
１４
条
第
１
項
の

規
定
に
よ
り
、
佐
賀
市
長
か
ら
公
共
測
量
の
実
施
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２７
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

１
　
作
業
種
類
　
デ
ジ
タ
ル
オ
ル
ソ
画
像
作
成
に
係
る
業
務
（
固
定
資
産
）

２
　
作
業
期
間
　
平
成
２０
年
１２
月
１５
日
か
ら
平
成
２１
年
３
月
３１
日
ま
で

３
　
作
業
地
域
　
佐
賀
市
全
域

　
　
平
成
２１
年
１
月
１５
日

５
　
落
札
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
�
　
氏
名
　
ニ
シ
ム
電
子
工
業
株
式
会
社
　
代
表
取
締
役
社
長
　
水
上
　
開

　
�
　
住
所
　
福
岡
県
福
岡
市
博
多
区
美
野
島
一
丁
目
２
番
８
号

６
　
落
札
価
格
　
１４４
,６００
,０００
円
（
消
費
税
額
及
び
地
方
消
費
税
額
を
含
ま
な
い
。）

７
　
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

　
�
　
部
局
の
名
称
　
佐
賀
県
統
括
本
部
情
報
・
業
務
改
革
課
（
新
行
政
棟
５
階
）

　
�
　
所
在
地
　
佐
賀
県
佐
賀
市
城
内
一
丁
目
１
番
５９
号

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
平
成
２０
年
１
月
２８
日
県
営
土
地
改
良
事
業（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
　
用
排
水
施
設
整
備
）

三
瀬
地
区
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
１１３
条

の
２
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２７
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
平
成
２０
年
３
月
１４
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
　
農
道
整
備
）
三
瀬

地
区
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
１１３
条
の
２

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２７
日
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佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

　
平
成
１９
年
８
月
３１
日
県
営
土
地
改
良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
　
ほ
場
整
備
）
三
瀬

地
区
の
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
２４
年
法
律
第
１９５
号
）
第
１１３
条
の
２

第
３
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　
平
成
２１
年
２
月
２７
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
佐
賀
県
知
事
　
　
古
　
　
川
　
　
　
　
　
康

　

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
及
び
一
般
職
の
任
期
付

研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
二
十
一
年
二
月
二
十
七
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

佐
賀
県
人
事
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
長　
　

馬　
　

場　
　

昌　
　

平

��

�
�
�
�
�
�
	

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

　
　
　

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
及
び
一
般

　
　
　

職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
則

　
　
　

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

（
一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一
部
改
正
）

�
�
�　

一
般
職
の
任
期
付
職
員
の
採
用
及
び
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
五
年

佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
中
「
職
員
か
ど
う
か
は
」
の
下
に
「
、
特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た

日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
（
以
下
「
基
準
日
」

と
い
う
。）
に
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
判
断
は
、
特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
基
準

日
ま
で
の
間
（
特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
に
あ
っ

て
は
、
支
給
を
受
け
た
直
近
の
当
該
手
当
に
係
る
基
準
日
の
翌
日
か
ら
直
近
の
基
準
日

ま
で
の
間
）
に
そ
の
者
が
特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
挙
げ
た
業
績
に
つ
い
て
行
う
も
の

と
す
る
。

３　

前
二
項
の
規
定
は
、
特
定
任
期
付
職
員
が
離
職
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
特
定
任
期
付
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
起
算

し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日（
以
下「
基
準
日
」と
い
う
。）に
」

と
あ
る
の
は
「
特
定
任
期
付
職
員
が
離
職
す
る
日
の
属
す
る
月
の
初
日
（
以
下
「
離
職

に
係
る
基
準
日
」
と
い
う
。）
に
」
と
、
前
項
中
「
か
ら
基
準
日
ま
で
」
及
び
「
か
ら
直

近
の
基
準
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
離
職
に
係
る
基
準
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

　
　

第
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
�
�　

特
定
任
期
付
職
員
業
績
手
当
は
、
基
準
日
又
は
特
定
任
期
付
職
員
が
離
職
す
る

日
の
属
す
る
月
の
佐
賀
県
職
員
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
佐

賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
の
給
料
の
支
給
定
日
（
以

下
「
支
給
日
」
と
い
う
。）
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
任
期
付
職
員
の

離
職
が
支
給
日
以
後
で
あ
る
等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き

は
、
支
給
日
以
後
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

（
一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
則
の
一

部
改
正
）

�
�
�　

一
般
職
の
任
期
付
研
究
員
の
採
用
、
給
与
及
び
勤
務
時
間
の
特
例
に
関
す
る
規
則

（
平
成
十
五
年
佐
賀
県
人
事
委
員
会
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
七
条
中
「
職
員
か
ど
う
か
は
」
の
下
に
「
、
任
期
付
研
究
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日

か
ら
起
算
し
て
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と

い
う
。）
に
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
よ
る
判
断
は
、
任
期
付
研
究
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
基
準
日

ま
で
の
間
（
任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
の
支
給
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
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支
給
を
受
け
た
直
近
の
当
該
手
当
に
係
る
基
準
日
の
翌
日
か
ら
直
近
の
基
準
日
ま
で
の

間
）
に
そ
の
者
が
任
期
付
研
究
員
と
し
て
挙
げ
た
研
究
業
績
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す

る
。

３　

前
二
項
の
規
定
は
、
任
期
付
研
究
員
が
離
職
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

場
合
に
お
い
て
、
第
一
項
中
「
任
期
付
研
究
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
日
か
ら
起
算
し
て

一
年
を
経
過
す
る
ご
と
の
日
の
属
す
る
月
の
初
日
（
以
下
「
基
準
日
」
と
い
う
。）
に
」

と
あ
る
の
は
「
任
期
付
研
究
員
が
離
職
す
る
日
の
属
す
る
月
の
初
日
（
以
下
「
離
職
に

係
る
基
準
日
」
と
い
う
。）
に
」
と
、
前
項
中
「
か
ら
基
準
日
ま
で
」
及
び
「
か
ら
直
近

の
基
準
日
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
か
ら
離
職
に
係
る
基
準
日
ま
で
」
と
読
み
替
え
る
も

の
と
す
る
。

　
　

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

�
�
�　

任
期
付
研
究
員
業
績
手
当
は
、
基
準
日
又
は
任
期
付
研
究
員
が
離
職
す
る
日
の

属
す
る
月
の
佐
賀
県
職
員
の
給
料
そ
の
他
の
給
与
支
給
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
佐
賀
県

人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
職
員
の
給
料
の
支
給
定
日
（
以
下

「
支
給
日
」
と
い
う
。）
に
支
給
す
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
任
期
付
研
究
員
の
離
職

が
支
給
日
以
後
で
あ
る
等
の
た
め
、
支
給
日
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

支
給
日
以
後
に
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

��

��
�

�

正

誤

所
箇

頁

楠
坊
中

上
段

左
か
ら
六
行
目

４

　

平
成
二
十
一
年
二
月
十
七
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
一
二
七
号
中
訂
正

　

平
成
二
十
一
年
二
月
六
日
付
け
佐
賀
県
公
報
第
一
三
一
二
四
号
中
訂
正

正

誤

所
箇

頁

平
成
二
一
・
二
・
九

平
成
二
一
・
二
・
六

上
段

左
か
ら
四
行
目

１
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